
１  事業者の概要

２  利用施設

３  利用施設であわせて実施する事業

４  施設の目的と運営方針

５  職員体制 【令和6年8月1日時点】

１名理 学 療 法 士

所 在 地 　美祢市大嶺町東分１１３１３番地１

施 設 長 名 　松永　登喜雄

都 道 府 県 知 事 許 可 番 号 　3551380011

７０人（短期入所療養介護及び介護予防療養
介護事業とあわせて）

電 話 番 号

勤務体制

施 設 長

従業員の職種

　日勤勤務（８時３０分～１６時３０分）看 護 職 員

重要事項説明書（介護予防通所リハビリテーション事業）

事 業 者 の 名 称

所 在 地

　美祢市長　篠田　洋司

　美祢市大嶺町東分３２６番地１

サービス提供開始にあたり、当事業者が利用者様に説明すべき事項は次のとおりです。

　美祢市

　美祢市病院事業管理者　　清水　良一

　０８３７－５２－１１１０

施 設 名 　美祢市介護老人保健施設グリーンヒル美祢

法 人 種 別

代 表 者 氏 名

電 話 番 号

3551380011

入 所 事 業

　０８３７－５４－０１４５

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 　０８３７－５２－２０６７

都道府県知事の指定
利用定員事業の種類

指定年月日 指定番号

令和2年3月1日

１名医 師

　日勤勤務（８時３０分～１７時１５分）

　日勤勤務（８時３０分～１７時１５分）

3551380011

令和2年3月1日 3551380011

短 期 入 所 療 養 介 護

介 護 予 防 短 期 入 所 療 養 介 護

１名

１名

施設の目的

施設は、介護保険法（平成９年法律１２３号）の基本理念に基づき、施設を利用
するもの（以下「介護予防通所者」という）が自立した日常生活を営むことができる
よう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、介護
予防通所者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持ま
たは向上を目指すことをことを目的とする。

３名

１名

作 業 療 法 士

員数

１名

　日勤勤務（８時３０分～１７時１５分）

運営方針

施設は、介護予防通所者の意思及び人格を尊重し、常に介護予防通所者の立
場に立って、介護予防通所の提供に努め、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域
や家庭との結びつきを重視し、通所者の処遇に万全を期するものとする。又、施
設は、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他
の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接な連携に努めるもの
とする。

７０人（短期入所療養介護及び介護予防療養
介護事業とあわせて）

７０人（短期入所療養介護及び介護予防療養
介護事業とあわせて）

支 援 相 談 員

令和2年3月1日

通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン

3551380011令和2年3月1日

管 理 栄 養 士

２５人（通所リハビリテーションとあわせて）

　日勤勤務（８時３０分～１７時１５分）

　日勤勤務（８時３０分～１６時３０分）介 護 職 員

　日勤勤務（８時３０分～１７時１５分） １名

　日勤勤務（８時３０分～１７時１５分）



６  事業実施日時

７  利用料

（１）介護予防保険給付サービス

要支援１
要支援２

要支援１

要支援２

（２）介護予防保険給付外サービス

種 別

食 費

お や つ の 提 供

日 用 品 等 の 提
供

教養・娯楽用品の提供

（３）その他

１月あたり　△120円

１月あたり　△240円

種 別

食べ物、飲み物を選択いただいた上で提
供した場合。

　６００円

高齢者虐待防止措置未実施減算 △所定単位数の100分の1
必要な措置を講じていない場合に、入所者全
員に対して所定単位数から減算します。

業務継続計画未実施減算 △所定単位数の100分の1
必要な措置を講じていない場合に、入所者全
員に対して所定単位数から減算します。

予防通所リハ12月超減算

尿取りパッド　　　　　２０円

リハビリパンツ　LL　　９９円

９時３０分～１６時３０分

利用者様の要支援区分により算定します。

平おむつ　　　　　　　３０円

＊上記の金額については１割負担の方の金額となります。負担割合については、お手持ちの介護
保険負担割合証にてご確認ください。

金額

提供につき実費相当額
個人的に利用を希望される日用品等を提
供した場合に限ります。

お む つ 代 施設のおむつを提供した場合

平おむつ（夜用）　　７６円

介護用パンツ　M　　９９円

提供につき実費相当額 作品等の材料等を提供した場合に限ります。

介護用パンツ　L　　９９円

１日あたり　　各１００円

リハビリパンツ　S　　９９円

リハビリパンツ　M　　９９円

リハビリパンツ　L　　９９円

　　介護予防保険給付サービスは、介護保険負担割合証に記載の割合を、介護予防保険給付外
サービスは全額をお支払いいただきます。利用料は以下のとおりです。

１月あたり　１７６円

事業実施日
月曜日～金曜日（祝祭日及び年末年始は除く。また、台風や積雪などの
天候不良により、送迎等の安全を確保できないと判断した場合は、事業を
中止する場合があります。）

１月あたり　４，２２８円要 支 援 ２

介護福祉士７０％以上又は１０年以上勤務者２５％以上

１月あたり　２，２６８円

備考

①利用料の請求は、原則、月末に確定し翌月10日頃に請求書を発行します。お支払いは、請求書
が発行された月の２５日までに当施設１階の事務所又は山口県信用農業協同組合連合会美祢市役
所内支所（市役所１階会計課横）でお支払いになるか、請求書に記載してある施設指定の口座にお
振り込みになるか、いずれかの方法でお願いします。
②サービス提供証明書が必要な場合は、いつでも交付しますので、お申し出ください。

美祢市内

金額

事業実施時間

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
１月あたり　　８８円

１日あたり　　５８０円 食事にかかる材料費です。

備考

口腔機能向上加算（Ⅰ）（月に２回を限度） １月あたり　１５０円 居宅サービス計画により提供します。

要 支 援 １

事業実施区域

介護職員等処遇改善加算Ⅲ
介護保険一部負担額
の6.6%に相当する金額

介護サービスに従事する職員の処遇改善を通
じて、サービスの質を維持・向上させることを目
的として算定する加算です。

利用開始月から起算して12月を超えて利用する場
合、かつ、施設が要件を満たしていない場合に減算
します。

施設が要件を満たした場合に算定します。

施設が要件を満たした場合に算定します。

退院時共同指導加算

一体的サービス提供加算 １月あたり　４８０円



８　緊急時の対応について

９　苦情受付窓口

１０　事故発生時の対応について

１１　非常災害時の対策

１２　感染症の対策

１３　その他

平 常 時 の 訓 練

防 火 設 備
避難用滑り台　　排煙窓　　スプリンクラー　　自動火災感知器
火災警報装置　　非常放送設備　　消火器２３台

別途に定める「自然災害発生時のおける業務継続計画」に基づき、年２
回夜間及び昼間を想定した避難訓練を実施します。

（２）介護保険サービスについての疑問・苦情については、
　　美祢市市民課介護保険班(所在地 美祢市大嶺町東分３２６－１ 電話 ０８３７－５２－５２２９)
　　山口県健康福祉部長寿社会課（所在地 山口市滝町１番１号 電話 ０８３－９３３－２７７４）
　　山口県国民健康保険団体連合会(所在地 山口市朝田１９８０番地７ 電話 ０８３－９９５－１０１０）

災 害 時 の 対 策
別途に定める「自然災害発生時のおける業務継続計画」に基づき、対応
を行います。

　私は、本書面に基づいて、乙の職員（　支援相談員　）から重要事項の説明を受けたことを確認し、
その内容に同意します。

　　令和　　　　年　　  　月　  　　日

（利用者）

    住　　所

　　氏　　名

（署名代行者）

    住　　所

　　氏　　名

（利用者の家族等）

    住　　所

　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（続柄　　　　　　）

体調の急変等の緊急時は、原則、ご家族へ電話連絡を行い美祢市立病院への受診等適切な対応
をいたします。そのため、連絡先を変更された場合は、速やかに施設へお知らせください。また、緊
急時に連絡がつかないことがないようにご配慮願います。

（１）当施設のサービスについての疑問・苦情については、
苦情相談窓口　　当施設の事務室（電話　０８３７－５４－０１４５）
苦情相談担当　　支援相談員　までお気軽にご相談ください。

　介護予防通所リハビリテーションの提供にあたって事故が発生した場合は、市町村、利用者の家
族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
  また、サービスの提供中に賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。た
だし、施設に故意過失がない場合はこの限りではありません。

　介護予防通所リハビリテーションの利用中は、併設の美祢市立病院も含めて、他の医療機関に受
診することはできません。（投薬だけの場合も同様です。）ただし、通所リハビリテーションの利用中に
体調が悪くなり、当施設の医師が受診を指示した場合は除きます。また、通所リハビリテーションが終
了して、受診することはできます。

別途に定める「感染症発生時における業務継続計画」に基づき、対応を行います。また、感染対策
の資質向上のため、研修や訓練を実施します。


